
「平成１７年度化学物質の排出量・移動量・取扱量」の集計結果 

 

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」

（化管法・ＰＲＴＲ法）、「埼玉県生活環境保全条例」（特定化学物質の適正管理）に基

づき、人や生態系に有害なおそれがある化学物質を一定量以上取り扱う事業者は、毎

年度、化学物質の環境中への排出量・取扱量等について、届出を行い行政がその集計

結果を公表することになっています。 

 平成１７年度の川口市の集計結果がまとまりましたので、報告します。 

 

 

 

 

1 集計結果の概要 

 

（1） 届出状況 

 

① 化管法 

    平成１７年度の届出（届出期間：平成１８年４月１日から６月３０日まで）は９０件

で、埼玉県は１,７２５件の届出があり、川口市は埼玉県の５％を占めています。

また、平成１７年度も昨年度と同様に電子媒体による届出が増加しており、電子

届出が事業者に着実に浸透してきています。 

 

② 埼玉県生活環境保全条例 

平成１７年度の届出は１０４件で、埼玉県は 1,９１４件の届出があり、埼玉県の５％

を占めています。化管法同様届出数は横ばいですが、新規の事業所からの届出

も出ています。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

表1　届出状況

埼玉県

平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成17年度

53 66 60 51 1,112

磁気ディスク 6 7 5 4 68

電子情報処理組織 3 7 26 35 545

62 80 91 90 1,725

77 95 104 104 1,914

届出数

埼玉県生活環境保全条例

化管法
電子
媒体

紙　面

合　計

川口市

項目 

年度 



（2） 地区別届出件数 

     

① 化管法 

南平地区内の事業所からの届出が最も多く２２件で、全届出件数の２４％、次

いで青木地区が１３件で１４％、横曽根、新郷及び芝地区がともに１１件で１２％で

した。 

 

② 埼玉県生活環境保全条例 

化管法と同様に南平地区内の事業所からの届出が最も多く２５件で、全届出件

数の２４％、次いで青木地区が 1５件で１４％、横曽根、芝地区がともに１３件で１３％

でした。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（3）業種別届出状況 

 

① 化管法 

燃料小売業(ガソリンスタンド)からの届出が最も多く３５件で全届出件数の

３９％、次いで金属製品製造業が１２件で１３％でした。 

 

②埼玉県生活環境保全条例 

化管法と同じく燃料小売業(ガソリンスタンド)からの届出が最も多く３５件

で全届出件数の３４％、次いで自動車整備業 が１４件で１３％、金属製品製造業が

１２件で１２％でした。食料品製造業、木材・木製品製造業については化管法で

定める特別用件施設（ダイオキシン特別措置法の特定施設）の事業所しかない

ため、条例には届出はありません。 

 

 

表2　地区別届出事業所数

化管法 埼玉県生活環境保全条例 化管法 埼玉県生活環境保全条例

中央 8 9 神根 5 5

横曽根 11 13 芝 11 13

青木 13 15 安行 3 3

南平 22 25 戸塚 6 9

新郷 11 12 合計 90 104

届出数 届出数

地区 

項目 

地区 

項目 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 化管法に基づく市内の化学物質の排出量・移動量について 

 

(1) 届出排出量・移動量 

届出された大気や水域への排出量は２６９トン、事業所の外への移動（廃棄物へ

の移動）や下水道への移動量は８４０トンであり、排出量・移動量の合計は１,１１０

トンでした。 

昨年度と比較した場合、総排出量は１７６トン、総移動量は７６１トン、総排出量・

移動量の合計で９３７トンと大幅に減少しています。総排出量・移動量は図２のと

おり毎年減少しており、その理由として事業者による対象化学物質の使用量の削

減、施設の改善、排出抑制や代替物質への転換が進められていること及び、大気

表3　業種別届出事業所数
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汚染防止法によるＶＯＣ排出規制を見据え、事業所が自主的に施設の改善を行っ

たことが上げられます。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 媒体別の届出排出量・移動量の内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4　届出排出量・移動量

※排出量・移動量は小数点第1位で四捨五入し、整数表示したため合計は一致しない。
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図２ 届出排出・移動量の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 地区別の届出排出量・移動量 

南平地区内が最も総排出量・移動量が多く、以下、芝地区、横曽根地区でした。

昨年度と比較し減少幅で見ると南平地区の減少が最も大きく９３６トン、今年度減

少分（減少地区の合計９７９トン）の９６％を占めています。次に芝地区が２６トン

で３％、ついで青木地区の１２トンで１％です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表5　地区別の届出排出量・移動量

平成16年度 平成17年度 増減 平成16年度 平成17年度 増減 平成16年度 平成17年度 増減

中央 1.7 1.8 0.1 9.5 7.4 - 2.1 11.2 9.2 - 2.0

横曽根 26.4 28.4 2.0 33.8 54.4 20.6 60.2 82.8 22.6

青木 7.8 7.2 - 0.7 74.9 63.1 - 11.7 82.7 70.3 - 12.4

南平 337.5 139.7 -197.8 1267.0 528.4 -738.5 1604.4 668.1 -936.3

新郷 40.5 63.8 23.4 29.7 26.1 - 3.6 70.1 90.0 19.8

神根 8.5 7.5 - 1.0 0.0 0.0 0.0 8.5 7.5 - 1.0

芝 21.8 20.4 - 1.4 185.9 161.0 - 24.9 207.7 181.4 - 26.2

安行 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0

戸塚 0.6 0.3 - 0.3 1.0 0.0 - 1.0 1.6 0.3 - 1.3

※総排出量・移動量及び増減については小数点第2位で四捨五入し、表示したため合計は

 一致しない。
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図３ 地区別届出排出量 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 届出排出量上位５物質 

排出量が多かった上位５物質の合計は約２６２トンで、排出量の９７％を占めてい

ます。排出量上位５物質のうちトルエンの排出量が最も多く２０２トンで全体の排

出量の７５％、次いでキシレンが３４トンで１３％、次いでトリクロロエチレンが１２

トンで４％でした。最も排出量が多かったトルエンの過去５年間を見ると、やはり

減少していますが昨年と同様に溶剤として使われているトルエンが最も多く排

出されています。 
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図４ 届出排出量上位５物質 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

図５ トルエンの届出排出量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 届出排出量の多い化学物質を多く排出する業種 

総排出量の多い上位２物質である、トルエン、キシレンを多く排出する業種は

以下のとおりです。トルエンは出版・印刷・同関連産業から一番多く排出されト

ルエン全体の５７％を占め、キシレンでは金属製品製造業が一番多く排出しキシレ

ン全体の９１％を占めています。トルエン、キシレンは塗料の溶剤として多く使用

されています。 
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3 埼玉県生活環境保全条例に基づく市内の化学物質の取扱量について 

 

(1) 取扱量の内訳 

取扱量報告の対象となる特定化学物質４９９物質の合計は３６,８２３トン（前年比  

１,９８６トン、５％減）でした。そのうち、化管法に基づく排出量及び移動量の届

出対象となっている第１種指定化学物質３５４物質の取扱量は、２８,６０２トン（前年

比 ３,５７７トン、１４％増）でした。また、第２種指定化学物質８１物質は２トン（前

年度と同じ）、県指定の特定化学物質６４物質は６,２３３トン（前年比５,５６３トン、 

４７％減）でした。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表7　平成17年度の取扱量の内訳

合　計 第1種 第2種 県指定

34,837 28,602 2 6,233

(36,823) (25,025) (2) (11,796)

※（）内は16年度の数字です。

※取扱量は有効数字2桁で表記するため合計は一致しない

 取 扱 量

特定化学物質

(単位：トン/年)

表8　平成17年度の埼玉県の取扱量の内訳

合　計 第1種 第2種 県指定

765,306 608,313 4,026 152,968

(758,788) (596,757) (3,205) (158,825)

※（）内は16年度の数字です。

※取扱量は有効数字2桁で表記するため合計は一致しない

 取 扱 量

特定化学物質

(単位：トン/年)

表6　届出排出量の多い化学物質を多く排出する業種

業種 総排出量 業種 総排出量

1 出版・印刷・同関連産業 115.5 金属製品製造業 31.1

2 金属製品製造業 42.5 出版・印刷・同関連産業 2.4

3 化学工業 38.7 化学工業 0.4

4 その他の製造業 3.6 燃料小売業 0.2

5 燃料小売業 1.5 石油卸売業 0.0

トルエン キシレン

(単位：トン/年)

順位 

物質 

項目 

物質 

物質 

項目 



(2) 取扱量上位 5物質 

取扱量の多かった上位５物質はトルエンが９,７５０トンで全体の２８％、次いでキ

シレンが７,３６４トンで２１％、硝酸が２,０５５トンで６％、メチルエチルケトンが  

１,８２１トンで５％、ジフェニルアミンが１,６７０トンで５％の順でした。 

 

図６ 届出取扱量上位５物質 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

【参考】化学物質情報を掲載しているホームページ 
①経済産業省 製造産業局化学物質管理課 

http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/index.html 
②環境省 環境保健部化学保安課 

http://www.env.go.jp/chemi/prtr/risk0.html 
③埼玉県 環境部青空再生課 

http://www.pref.saitama.lg.jp/A09/BF00/core.html 
④独立行政法人 製品評価技術基盤機構(NITE) 

http://www.safe.nite.go.jp 
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